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鈴鹿市プレミアム付デジタル商品券発行事業の実施について 

 
１ 発行の目的 

  原油価格・物価高騰の市内経済への影響が懸念される中，市民の経済負担の軽

減と市内消費喚起及びキャッシュレス化の促進を図る。 

 

２ デジタル商品券の愛称 

 「ベルディ Pay」 

⇒デジタル商品券の愛称として市民に定着していることから，昨年度に引き続

き使用。 

 

３ 事業主体・委託事業者 

  事業主体は鈴鹿市で，事業については，株式会社ＪＴＢ三重支店・凸版印刷株式

会社三重営業所の共同企業体に委託する。 

 

４ プレミアム率，購入上限額，発行総額，対象等 

  ・プレミアム率 30％，１人当たり購入上限額１万円（額面１万 3,000円） 

  ・発行総額６億 7,600万円 

  ・市民限定，５.２万人対象 

 

５ 市内参加店の募集等 

  募集期間： ９月１日（金）～11月 30日（木） 

  募集方法： 特設ホームページから申込 

 ・商工会議所から周知⇒会報へのチラシ折込，会員へのファクス送信予定。 

 ・昨年参加した店舗へ簡易に申込ができる DMを送付。 

 

 ◆参加店向け説明会 

   開催場所・日程：鈴鹿商工会議所    ９月５日（火） 10時から 

鈴鹿市労働福祉会館 ９月５日（火） 13時 30分から 

 

６ デジタル商品券の販売申込期間 

  ９月 20日（水）～10月 11日（水） 

※２次販売の有無については，１次販売状況により後日決定 

 

７ デジタル商品券の利用期間 

  10月 23日（月）～令和６年１月 31日（水）  

 

８ 特設ホームページ及びコールセンター（フリーダイヤル）等の開設 

  ・特設ホームページ URL：https://suzuka-digital.jp/  QRコードはこちら→ 
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  ・コールセンター  【☎０１２０－１０２－９３４】 

  ※すべて ８月 24日（木） 開設 

 

９ デジタル商品券の利用方法 

   （１）専用アプリ「地域Ｐａｙ」(昨年と同じ)を起動。 

   （２）店頭に掲示されているＱＲコードを読み取り。 

   （３）支払金額を入力し，店員による確認の後，「支払う」のボタンを押して決済 

 

10 周知  

 （１）定例記者会見 ８月 24日(木)  

（２）広報すずか ９月 ５日号 

   発行の趣旨，概要，特設ホームページ，コールセンター等をお知らせ 

（３）広報すずか ９月２０日号への折込チラシ 

     購入方法，利用方法，デジタル商品券の特徴等をお知らせ 

 

11 利用者説明会 

    開催場所：市内 23地区（公民館）等 

    開催期間：販売申込期間（９月 20日（水）～10月 11日（水））に合わせて 

実施。 

  ※日程・会場の詳細は，特設ホームページや広報９月 20日号折込チラシで 

周知。 

   

12 相談窓口の開設 

    ・イオン鈴鹿店内 １階食品売場付近 

開設期間：令和５年９月 20日（水）～令和６年１月 31日（水） 

開設時間：９：30～18：30 

    ・市役所 本庁２階（臨時相談窓口） 

     ※詳細が決まり次第，周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［問い合わせ先］ 

産業振興部商業観光政策課 山本，平田（電話 059-382-9016） 


